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文教厚生常任委員会資料 

2019 年（令和元年）9 月 24 日 

こ ど も 局 こ ど も 育 成 室 

 

幼児教育・保育の無償化及び関連施策の実施について 

 

令和元年１０月から予定されています国の幼児教育・保育の無償化及び関連施策につきまして、本市

独自の施策も含めて、下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１ 幼児教育・保育の無償化について 

（１）内容 

３歳～５歳クラスの児童全員と０歳～２歳クラスで住民税非課税世帯の児童について、就学前教

育・保育施設の基本保育料を無料とします。 

なお、保育所待機児童など、保育の必要性の認定を受けながら、認可保育施設を利用できない場合

などには認可外保育施設や幼稚園の預かり保育などの事業を所定の限度額の範囲で利用することが

できます。 

なお、平成２８年９月から実施している第２子以降の保育料無料化事業は継続実施するとともに、

副食費（給食のおかず代）について本市独自に無料化して実施します。 

 

（国の無償化施策の概要） 

区  分 国の無償化施策 

対象児童 就学前児童（０歳～５歳児、第 1子から対象） 

対象世帯 ０歳～２歳児は住民税非課税世帯 

３歳～５歳児は全世帯 

対象施設 幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業所、 

企業主導型保育施設、認可外保育施設 

基本保育以外の対象事業 預かり保育、一時預かり、病児保育、ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ事

業 

対象保育料 基本保育料 

延長保育料や教材費、文房具代、行事費、被服費、食材

料費、通園送迎費等の実費費用は対象外です。 

また、施設や事業によっては所定の限度額があります。 

３歳～５歳児の副食費 

（給食のおかず代） 

対象外 

主食費同様、施設で実費徴収 
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（本市独自の無料化施策） 

区  分 内  容 

第２子以降の保育料無料化事業 

平成２８年９月から実施中 

国の無償化施策実施後も継続して実施 

国の無償化施策の対象とならない住民税課税

世帯の０歳～２歳児について対象とする。 

副食費（給食のおかず代）無料化事業 

令和元年１０月から実施 

国の無償化施策の対象とならない３歳～５歳

児の副食費について無料とする。（施設が利用者

から実費徴収する代わりに施設に副食費相当額

を補助） 

幼稚園の預かり保育料の無料化事業 

平成 31年 4月～令和元年 9月の間、

限定で実施 

第２子以降の３歳～５歳児について、国の無償

化施策に先駆けて実施する。 

 

（２）周知 

  これまでに、広報あかし（８月１日号）や市ホームページで周知するとともに、関係施設に対し

て、順次、説明を実施中です。（市内施設については説明会を実施、市外施設については個別訪問又

は郵送により周知） 

      また、対象施設を利用している保護者には、施設を通じて周知用パンフレット（別添）を配付し

ています。 

 

（３）準備 

   １０月からの実施に向けて、保育システムや市規則・要綱、各種様式等の変更を順次行っていま

す。 

 

（４）今後の予定 

   手続きの必要な施設、事業、利用者に対して、所定の書類を交付し、令和元年９月中に必要な手

続きを完了する予定です。 

 

２ 認可外保育施設の質の向上等について 

 認可外保育施設についても無償化の対象とされ、国の指導監督基準を満たさない施設についても、

５年の経過措置の間は、無償化の対象となることから、以下のとおり、認可外保育施設の質の向上に

取り組んでいます。 

 

（１）巡回支援員による保育巡回相談 

    公立保育所長経験者である巡回支援員２名が、７月から市内の認可保育施設や認可外保育施設を

巡回訪問し、保育全般に関することなどについての相談を受け、必要に応じて助言等を行い、幼児

教育・保育の安全と質の向上を図ってまいります。 
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（２）認可外保育施設職員を対象とした研修の実施 

    ８月及び９月に、認可外保育施設職員を対象に、保育、救命救急、感染症対応など、安全安心な

保育のための研修を実施しています。今後も必要な研修を行うことで、認可外保育施設の質の向上

を図っています。 

 

（３）認可外保育施設支援事業 

   認可外保育施設（事業所内保育施設や企業主導型保育施設を除く。）に対し、国の指導監督基準を

満たしていない運営面や設備面について、一定の範囲で助成を行い、認可外保育施設の質の向上を

図っています。 

 

（４）保育あんしんダイヤルの設置 

   保育施設についての苦情や相談などを受け付ける「保育あんしんダイヤル」（専用ダイヤル）を

１０月１日から、こども育成室内に設置します。 

   受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

        メール、ＦＡＸは２４時間受付 














